
 

 

 

 

 

 

 

 

国土審議会調査改革部会 

第７回地域の自立・安定小委員会 

 

 

日時：平成 15 年１１月７日（金） 10:00～12:00 

場所：中央合同庁舎３号館４階特別会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省 



 

 

                目          次 

 

１．開会 ……………………………………………………………………………………… １ 

２．議      事 

  （１）地域ブロックの自立と拠点の形成 …………………………………………… １ 

  （２）生活圏域レベルの広域的な対応（その２） ………………………………… 16 

  （３）地域の自立・安定小委員会中間報告（素案） ……………………………… 27 

  （４）その他 …………………………………………………………………………… 36

３．閉会 ……………………………………………………………………………………… 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  1 
 

 

 

                開          会 

 

○事務局 出席予定委員が全員そろっていませんが、定刻になりましたので、ただいまか

ら第７回目の地域の自立・安定小委員会を開催いたしたいと思います。 

 委員の皆様方におかれましては、お忙しい中を御出席いただきまして、まことにありが

とうございます。 

 本日御欠席の委員は、荒井委員、セーラ委員、山岸委員が御欠席でございます。 

 それでは、これからの議事運営につきましては、員長にお願いしたいと思います。よろ

しくお願いします。 

 

                議          事 

           （１）地域ブロックの自立と拠点の形成 

 

○委員長 おはようございます。それでは議事に入ります。 

 お手元の議事次第にありますように、本日の主な議題は、「地域ブロックの自立と拠点の

形成」、「生活圏域レベルの広域的な対応（その２）」、それから「地域の自立・安定小委員

会中間報告（素案）」ということで、まず最初の議題の「地域ブロックの自立と拠点の形成」

について、資料の説明をお願いします。 

○事務局 それではまず、「地域ブロックの自立と拠点の形成」につきまして、資料３－１

の論点と、資料３－２の図表について説明いたしたいと思います。 

 それでは、３－１の論点の方からでございます。前回少し頭出しをさせていただきまし

たのは、地域ブロックの経済的自立について、それ以降中で議論をしまして整理をした紙

が１ページ、２ページとついてございます。まず、ここから説明をします。 

 まず１ページ、経済ブロックの自立をなぜ高めなければならないかというところでござ

いますが、最近、地方が中央に経済上の依存続ける限界が見え始めた。 

 一方、地域の特色を高めることが、ひいては日本全体の発展につながるということで、

最近の地方分権の流れも生まれる中で、県単位の自立は非常に困難ですが、１ブロックの

人口、経済規模が、大体ヨーロッパの中規模程度ぐらいになったということでございます。 

 あと、ブロックの自立とは何かということですが、自給自足のことではないということ

も書かせていただきました。 
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 ２ページにいきまして最も重要な点は、「生産力など富を生み出す何らかの源泉を地域ブ

ロック内に有して、住民の雇用機会を生み出す」ということではないかということですが、

労働の流動性を否定するものではないということです。 

 圏域割りをどうするかというところでございますが、前の国土政策審議会の基本政策部

会では、大体人口 600～1000 万人程度と目安が示されておりますが、これからの課題とし

てここに書いてあります人、物資、資金、情報といった流れについての、客観的なデータ

を分析することが課題であろうと考えます。 

 そういう中において国の役割は、自立のための必要な事前準備とか支援を行うことでは

ないかということでございます。 

 ３ページにいきまして、ブロックが充実するために拠点を形成するということが次に続

くわけでございますが、それに当たっての基本的な考え方は、日本全体で労働資本といっ

た投入が減少する中にあって、選択と集中の考えに基づいて、より生産性の高い土地に重

点的に投入するように誘導するというのが基本的な考え方でございます。 

 ただ、一番最後に書いていますが、こうした経済原理だけではなくて、別な観点から投

入を論じなければならないケースがあるというのも事実でございます。 

 ４ページにいきまして、そのための一つとして、拠点都市圏をつくろうという提案でご

ざいます。まず、拠点都市圏とは何かということですが、21 世紀グランドデザインにおい

ては、ここに書いていますが、三大都市圏、地方中枢都市圏、地方中核都市圏を記述させ

ていただいておりました。 

 拠点都市圏とは何かということですが、国際とか広域交流機能を有する中で、個性的な

知識創造エネルギーを創出する場でありまして、国際性を有するということです。 

 具体的には次の５ページからですが、集積を促進をしたり、国際化を促進したり、あと

快適な生活が送れるまちをつくる。あと、労働と資本の移動が迅速かつ低コストで実行で

きるシステムを持ったようなまちということです。 

 次の６ページから、もう一つ拠点の形成ということで、産業集積拠点を形成するという

提案でございます。まず、産業集積拠点とは何かということですが、既存の産業が集積し

た地域において、人が集まる核とネットワークを形成することによりつくるものでござい

ます。 

 その産業集積拠点の場所は、拠点都市圏と同じところに位置することがあれば、そうで

ないこともあるだろうと思います。達成目標は、国土計画の対象にしている大体 10 年から

15 年先ということで、まず第一に掲げたのは技術革新の維持向上。 

 ７ページにいきまして、地域産業のフレキシビリティー、アダプタビリティーを向上さ
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せるということ。 

 ３番目として、開発基盤を確立すること。 

 ４番として、その結果として地域の雇用を確保するという目標を掲げました。 

 そういった産業集積拠点をどうやってつくっていくかという形成手法でございますが、

地域の自助努力は基本であり、国が間接的に支援をするという形が基本であろうと思いま

す。 

 次の８ページからですが、つくり方としては、人の集まりを促す核をつくる。集積のメ

リットを高めるネットワークをつくる。その後に、集積の潜在能力を向上させめたに、必

要な人材を供給する。 

 ９ページにいきまして、人の中でも特に地域が成功するためには、熱心な人の存在が不

可欠とよく言われておりますが、そういった熱心な人の存在が不可欠だろうと。 

 あと、外国企業の投資を容易にするような環境整備をするということです。 

 支援でございますが、立ち上がり段階においていろんな形態で資金的な供給を行うこと

が大事であろう。 

 選定に当たっての公平な判断ということで、国は間接的に支援をするのが基本でござい

ますが、国が支援する場合には、比較的規模が大きくて「生産性が高い土地」であるもの

に限定されますと、その場合に客観的、公平、合理的な判断が重要であるということも書

かさせていただきました。 

 次に、図表の方にまいります。 

○事務局 資料３－２の方をご覧ください。こちらは地域ブロックの自立と拠点の形成に

関する図表でございます。 

 まず、３枚めくっていただいて１ページからご覧ください。これは地域ブロックのイメ

ージ図でございますけれども、第１回小委員会などで用いましたものです。拠点の都市圏

とか産業集積拠点の位置づけですけれども、地域ブロックを牽引することで経済的自立に

資する。この２つは、必ずしも一致しないのではないかという図でございます。 

 次をめくってください。２ページは、拠点都市のイメージ図でございますけれども、国

際交流であるとか広域交流、都市型産業の支援、あと人材育成によって地域創造エネルギ

ーが生まれるような場、ひいては知識財産業みたいなものが育つような場ではないかと考

えております。 

 次をご覧ください。具体的に拠点都市圏というとどういうものがあるのかということで

ございますけれども、前回拠点都市というのは、日本の中で合計 10 カ所ぐらい育っていく

ところがあるんじゃないかという話がございましたが、具体のイメージをつかむ意味で、
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今の全国総合開発計画、21 世紀の国土のグランドデザインに列挙された、中枢拠点都市圏

を図にしたもので、全部で 15 ございます。 

 次をめくってください。４ページから７ページまでが、国勢調査の基準を用いて都市圏

を描いたものでございまして、赤が中心都市、オレンジが都市圏、いわゆる人的な牽引を

あらわすようなイメージになるかと思います。 

 15 歳以上人口の 1.5％が通勤・通学しているような市町村が、このオレンジ色の部分に

なります。 

 次に、８ページをご覧ください。拠点都市圏、それぞれ個性があるべきじゃないかとい

うところで、各都市の概要をまとめたものがこのページになります。 

 例えば横浜であれば、貿易港として西洋文明の窓口として発展してきたというところが

ある。そうは言っても、今は東京のベッドタウンになっているという性格があるとか。あ

と、最近まちづくりに関しての特徴的なところをまとめたものになります。 

 次、11 ページをご覧ください。前回の委員会で、日本の都市の集積、三大都市圏を並べ

てヨーロッパ、アメリカの主要都市との比較をしましたところ、ちょっとミスリードのと

ころがあるんではないかという御指摘がございました。 

 そういうところも踏まえまして、先ほどの 15 の都市圏を、実際の経済規模に関してこう

いった図表にあらわしたものになります。 

 このようにご覧いただきますと、東京、大阪、名古屋、やはり集積は非常に大きくござ

いまして、それ以外の都市圏は結構小さく見えるんでございますけれども、この地方圏の

拠点都市系統につきましても、欧州の中規模国の首都、これは右下のところに数字で比べ

てございますが、そういったものと比較すると決して小さなものではないんではないかと

いうところでございます。 

 次をご覧ください。いかにして今後食べていくかという話になったときに、一つ参考に

なる指標がＩＭＤによる国際競争力年鑑というものがございまして、各国の国際競争力を

示したものになります。日本は残念ながら最近あんまりいい順位にはなっていないんです

けれども、前回の委員会などでも比較したヨーロッパの中規模国は、日本よりも大分上の

ところにあるところがございます。 

 その原因としては、一つには、定量的データのほかにアンケートなどを行っていて、そ

のアンケートの値が悪いということも言われているようでございます。 

 次をご覧ください。具体の要因でございますけれども、13 ページが強い指標、14 ページ

が弱い指標ということで、日本は研究開発であるとか特許の関係などについてはそれなり

に競争力が高いというのははっきり出ております。それ以外の国に比べますと、完全に指
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標がきれいに出てくるわけではないんですけれども、全体を見渡すと、国際化の関係であ

るとか、あと意外と男女が共同参画しているようなところが強いのかなと感じております。 

 次に、15 ページをごらんください。今後自立していくということになりますと、国際化、

各拠点都市がそれなりに頑張っていく必要があるわけでございますけれども、外資系企業

が立地を決定するときの要因として、どういったものがあるかというのが上の表でござい

まして、出てきますのが、市場としての魅力であるとか、人材確保の容易性、空港などへ

の交通利便性というようなこと、あと賃貸の工場、オフィスがあるかどうかというところ

が要因としてあるのではないか。 

 下は、国際的拠点都市の機能類型を６つほど挙げさせていただいております。サービス

業としては金融であるとかコンサルティング、頭脳拠点としては先端研究開発というよう

なところ、物流ネットワーク、国際発信、アメニティ拠点、住環境であるとか、医療・教

育といったもの。国際交流拠点は人的な部分が入ってくる、というようなもがあるかと。 

 次は、16 ページをごらんください。国際化の動向でございますけれども、実際に専門的

な外国人の方がどれだけいらっしゃるかとか、外資系の企業であるとか、あるいは海外に

支社があるかとか、そういうようなものを指標を見てみますと、残念ながら今の状況を見

ますと、三大都市圏が非常に多くて、それ以外の都市圏は全国平均よりも低いということ

が結構ございます。 

 次をご覧ください。もう一つ、東京に結構集中しているという話をさせていただきます

と、世界的企業 500 社を、本社の所在を日米で比較しますと、日本は全体 88 あるうちの

61 が東京圏にある。それに対してアメリカは、全体 197 あるうちのニューヨークが 33 と

いうことで、全体の母数が半分しかないのに、東京への集積は約倍あるという状況がござ

います。 

 次に、下の方は比較的大きな会社の集積を見ましても、日本の中では約半分が東京に本

社があるという状況がございます。 

 次をご覧ください。生活面の指標を比べてみますと、都市公園、あと住宅面積、住宅地

の地価でございますけれども、意外と三大都市圏と変わらないようなレベルにあるところ

もありますし、それなりに、特に北陸などは都市公園が多かったりとか、住宅の面積が広

かったりというのが如実に出たりしております。 

 次をご覧ください。最近、従業員数が伸びているようなところ、それから減っているよ

うなところを都市圏別に比べたものでございますけど、比較的共通しているのが、医療業、

その他のサービス業が伸びていることでございます。 

 一方で、落ちている話としては、製造業の関係が結構落ちているというところがござい
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ます。 

 次をご覧ください。特に知的なサービスについて見ていくわけでございますけれども、

最近伸び率が高いものを 20 業種を集めたものが左側でございます。福祉関係でいくと介護

サービスであるとか、アレルギー科というようなものが増えております。 

  教育関係でいくと、ワープロ教室であるとか英会話スクールなどが伸びたりしていると

ころがございます。 

 都市規模ごとに、業種の種類がどれぐらい充足しているかということをまとめたのが右

の表でございますけど、サービス業の９分野について見ますと、赤い折れ線グラフのリー

ガルサービスであるとか、企業・団体向けサービスがオレンジ色、社会人向け教育サービ

スがピンク色でございますが、こういったようなものは都市の規模に如実に影響を受けて、

種類の充足というのはございます。 

 次をご覧ください。知識財産業の関係については、そういったものを増やすために知的

な刺激を受ける機会を増やすとか、大学を活用したりというのは重要じゃないかというこ

とが言われております。 

 次をご覧ください。産業全体と知識財産業の分布の状況を、都市の規模と種類の充足率

というのを見ますと、地域財産業の方が、点の分布が全体の傾きが立っているという状況

がございまして、人口が増えると急速に充足率が高まるというのが、見てとれるかと思い

ます。 

 次をご覧ください。これは従業員数と都市の人口の比較でございますけれども、全産業

が 100 万から 1000 万オーバーという感じで増えていったとき、30 倍になったときに、従

業員数が 37 倍に増えるという状況がある中で、知識財産業の関係につきましては、30 倍

ふえる中で 117 倍に増えたりとか、極めて集積のメリットが大きいところが見てとれるわ

けでございます。 

 次をご覧ください。知識財産業、どういった傾向があるかということで、専門的な職員

がどれぐらいいらっしゃるかということと、あと相手先が民間企業かどうかというところ

で比べてみますと、赤丸で囲ったような、専門性が高くて民間企業相手のところが東京へ

の集積が多くて、いわゆるこういうようなものが知識財産業になるのではないかと思われ

ます。 

 一応、合計 24 業種あるわけでございますが、東京圏について見ますと、サービス業に占

める割合の約３分の１が、こういった業種になっているところでございます。 

  次をご覧ください。これはソフト系ＩＴ産業の集積の状況でございますけど、人口に比

べて集積の度合いは、東京も政令指定都市も多いという状況がございます。 
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 さらに、ソフト系ＩＴ産業の新規の立地の状況を見ていただきますと、極めて都市圏の

中でも局地的にあって、同一エリア内で活発な情報交換を行うというところがあるという

ことでございます。 

○事務局 それでは、産業集積拠点の方でございます。まず 26 ページ、これは産業性拠点

のイメージ図をかいたものでございます。 

  27 ページからは、それぞれ過去の全総、新全総、三全総ごとのいろんな法律の制度によ

ってつくられていった産業集積で、歴史をまとめてみたものでございます。 

 30 ページは、過去これまでいろんな集積をつくっていた法律があったんですが、その中

でも代表的な３つの法律のもとで、どういった集積がつくられていったかというのをまと

めてみたものでございます。 

  33 ページ、34 ページは、今、経済産業省と文部科学省の方で行われておりますクラスタ

ー計画を、マップに落としたものでございます。 

 35 ページからは、工業統計表を使いまして多少分析をしたものでございます。上位 700

市町村が全国の製造業出荷額の８割を占めています。それをプロットしたものでございま

すが、大体太平洋ベルト地帯に集中しているということです。 

 36 ページですが、平成２年から 13 年、あと平成８年から 13 年の変化の中で、増えた地

域のプロットを示したものです。 

  その中で、３つの都市圏の部分を拡大したのが 37 ページでございます。これを見ますと、

都心部の製造出荷額が落ちて、その周辺部が広がっているのがわかります。昔の伝統的な

中小の産業集積でありました東京の大田区とか、大阪の東大阪の製造出荷額が落ちている

のが、これでわかると思います。 

  38 ページは、全国的に見て製造出荷額が大きく落ちたところをプロットしたものでござ

います。例えば、日産の座間工場、村山工場が閉鎖したという、そういう大きな工場が閉

鎖したところの落ち込みが大きいことがわかります。 

  39 ページは、逆に製造出荷額が増えたところでございますが、これは非常に好調な企業

がありまして、地元が非常に好調であるというのがこれでわかると思います。 

 40 ページからは、産業集積拠点の国内の事例で、ＴＡＭＡ地域と、その後九州のシリコ

ンクラスターを挙げさせていただきました。 

  40、41 ページは、まずＴＡＭＡでございます。ＴＡＭＡは埼玉、東京、神奈川に広がる

地域を対象にしておるものでございまして、組織としてはここに書いていますが、ＴＡＭ

Ａ協会というのと、タマティーエルオーという組織がございます。 

 41 ページでございますが、昔からの活動の歴史は非常に古くて、ここにいらっしゃいま
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す委員が、昔からこちらでずっと御尽力をされていたわけでございます。最近、ようやく

成果が出始めたところでございまして、41 ページの下のところに、こういった実用品の開

発に成功したということを挙げさせてもらいました。 

  その後、43 ページからが海外の事例でございます。43 ページは表にまとめさせてもらっ

たんですが、44 ページはスイスのニューシャテルというところですが、スイスは昔から機

械式の時計の産地でありましたが、クオーツ時計に打撃を受けまして、その後新しい産業

の掘り起こしがございます。 

  ここに書いていますが、Swiss Foundation for Research in Microtechnology とか、Swiss 

Center for Electronics and Microtechnology といった拠点をつくりまして、その後発展

をしているということです。 

 45 ページも同じように、機械式の時計の産地であったんですが、同じように電子式の時

計に非常に打撃を受けた後、サイエンスパークをつくって、最近回復を図っているという

例でございます。 

 その後ちょっと飛ばしまして、48 ページにドイツの例があります。右下のところにドル

トムントという例があります。ドルトムントというのは、ドルトムント駅のちょうど目の

前に、大体４ｋｍ四方のところにアン・インスティチュート、フランホーファー研究所、

マックスプランクという研究所以外にも、大学とかいろんなインキュベーションセンター、

ベンチャー企業が集積しているというクラスターがあるようでございます。 

 49 ページからはアメリカの例でございますが、サンディエゴを書かせていただきました。

サンディエゴは昔、防衛産業があったところでございますが、東西冷戦で非常に大打撃を

受けたわけでございますが、スピンオフしたエンジニアがいろんなベンチャーの立ち上げ

に成功して、今ではフォーブス誌の全米ベスト地域ナンバーワンとなっているようでござ

います。 

 50 ページはポートランドですが、非常に生活環境がいいということを売り物にして、ハ

イテク企業の誘致で一時は成功したわけでございますけども、最近の半導体不況と工場の

移転によりまして、今では失業率がアメリカで最悪を記録しているところでございます。 

 以上です。 

○委員長 それでは今の報告について、意見交換をしたいと思います。お願いいたします。 

 つなぎに発言をしますと、私の感想だと、今の説明の終わりの方の拠点都市圏というの

と、産業集積拠点という関係が、つながっているようでつながっていないという感じがす

るんですね。 

 拠点都市圏という議論はブロックの議論もするわけですから、それなりの 100 万都市が
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中心となって張っている圏域ということで、現実味もあるわけですけども、他方で日本で

地場産業と言われていたり、あるいは観光地なんかで非常に小さいけども、それなりの全

国的評価を受けているというか、場合によっては世界からもお客さんも来るような場所も

あるということで、集積規模がある程度働いて、都市圏を形成する核になると。そういう

拠点と、質が非常に高いので、それによって規模が小さくても拠点性があるというケース

もあるんだろうと思うんです。 

 そこをうまく書き分けて、両方あって、いわば生活なり、特に従来までは役所がそれな

りにヒエラルキーのもとで行政の体系をつくっていたという意味では、中枢的な都市とい

う役割は大きかったと思うんですが、そういうのがだんだん変わりつつあるけれども、ま

だ残っているとすれば、そういう意味での拠点性というのは、規模にある程度準じている。 

 しかし一方質をとらえると、規模とは少し違った見方で、いい質のものをピックアップ

してくるという。その小さな都市の生き方を考えていくというか、あるいはモデルとして

皆が参考にするとか、そういう視点も要るのかなと。 

 そういう２つの角度から、拠点都市圏というのと産業集積拠点、この場合の産業は観光

なんかも入れて広くとらえてもいいと思うんですが、うまく合わせると、非常に現実的な

いい提案になるのかなという感じが私はしているんですが。 

 議論のお願いとしては、論点のところですね、これに沿ってということですが、論点は

ちょっと分厚いのでなかなか目が行き届きにくいんですが、線が引っ張ったり、見出しで

書いてあるところを中心に、何かコメントをいただければと思います。 

 どうぞ。 

○委員 ここでの話というのは、まず地域において雇用を与えることのできる産業という

のが、私は３つの種類に分けられると思って、３層の構造があると思うんです。１つ目は

グローバル企業で、２つ目が小さくても強い地場産業、あるいは地元企業というのと、も

う一つは、どこにでもある生活基盤産業の３つの層があると思うんですね。 

 ここでの主題は、真ん中の地元企業をより強化することによって、地域ブロックの自立

を高めていくというお話だったと思うんですけども、その土台となる域内の生活基盤産業

というのが、実はそうした拠点都市圏を育てるために不可欠な土台となっているのではな

いかという気がいたします。 

 特に、雇用の安定ということをかなり重点的におっしゃるのであれば、余計生活基盤産

業を域内である程度確保しておくということが、非常に重要なのではないか。それが安心

して暮らせる地域圏を形成することによって、生活におけるリスクが減ることにより、よ

りのびのびと産業の育成に取り組めるという構図があると思うんですね。 
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 ですから、特に国のレベルで公共政策としてもう少し重点を置くべきだと思うのが、そ

うしたどこにでもある、何の特徴もないんだけれども、地域の雇用の供給であるとか、地

域の経済循環に安定的に貢献している生活基盤産業が、かなりの部分、地域で循環してい

るという点を、その地域ブロックの一つの要件として、もう少し重視してもよいのではな

いかと思います。 

 全く触れられていないわけではなくて、例えば横長の方の資料の 18 ページの拠点都市圏

の形成のところで、生活面の指標というのがありますけれども、もう少し雇用の面とリン

クさせて生活というのをとらえて、地域ブロックの自立を考える視点が欲しいかなと思い

ました。 

○委員長 今の議論は、いわゆるエコノミックベース論という、ノンベーシック産業の充

実ということですかね、地域産業。この専門に近い委員の方、何か、その辺のコメントが

ありましたら。 

○委員 今、言われたように、次の 19 ページのところを見ても、医療ってさっきの介護サ

ービスには入っているんですか。ふえているという話がありましたですね。19 ページと 20

ページを対比させて見ると、拠点都市圏でふえているというのは、ここで言われている医

療業の中には、広い意味でのそういったものが入っているんでしょうかね、これちょっと

わからないんですけども。 

○委員長  中身はわかりますか。 

○委員  医療というのはお医者さんのことなんですか。 

○事務局 ちょっと今、ぱっとわかる状態にはございません。 

○委員 とにかく、今、言われたようなことが、18、19、20 ページの資料にも出ているん

だと思いまして、私もそれは同感でございます。 

  ここは産業論をやっているわけではないんですが、確かに拠点を形成するというのは、

今まで日本の経済の戦後の発展を考えたときに、製造業の立地を中心に、どういうところ

を電機産業をつくるかということを重点的に考えてきたわけで、それで拠点拠点というこ

とをずっと言ってきたわけですけれども、片方で経済のサービス化ということが言われ始

めて、それで製造業については、確かに自動車産業のように今も栄えているところはあり

ますが、しかしそうじゃなくて、家電製品関係でかなり苦しくなっているところもあるわ

けで、空洞化と言われているところもあるわけですから、そう考えたときに、空洞化とい

うのは近い将来、とまるともなかなか思えないというのが私の実感としてあるものですか

ら、そう考えてみると、サービス関係でまず地域の自立と言えるかどうかわかりませんが、

そういう安定化を図るということは重要なことだろうなと感じております。 
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○委員長 今の生活基盤産業のサービス範囲そのものが広域化しているということは言え

るんでしょうかね。つまり、どの範囲で生活基盤産業がある程度ワンセットそろって生活

が完結するかと。これが生活圏ということになると思うんですけどね。それ自体が広域化

しているというと、日常的なものを買ったり、あるいはサービスを満たすためにもちょっ

と遠くへ行くとか、あるいは通信で取り寄せるということが起こってきている。 

○委員 サービスというのは２種類あると思うんです。物を運ぶサービスというんですか、

つまり遠くからインターネットで注文して送ってくるというのは、確かにサービスはサー

ビスですけども、これはもともとの性格からして、地域を超えて動かすということ自体が

サービスなわけです。 

 それに対して、例えば画面で英会話を勉強するとかっていうのも確かにありますから、

それは確かにでどこでもできるということはあるんだと思いますけれども、20 ページのグ

ラフに出ているようなサービス産業というのは、どちらかというと実際に自分がその場に

いてサービスを受けるというものが、ここではよく見られるんじゃなかろうかと思います

ので、そういうふうにネットで用が済んでしまうようなサービスと、実際に対面サービス

と、両方あり得るんじゃないかなと僕は思っていますけど。 

○委員長 その対面サービスにしても、隣のまちにあればそこまで行ってもいいと。つま

り、道路が便利になればですね。 

 そういう意味で広域化していると、かつての自立的都市圏の範囲と、今考える範囲とい

うのは相当違って広域化しているんじゃないか。それがここで言っているような中枢拠点

都市という、全国に８つとか 10 ぐらいの、そんなにまで広域化しているかどうかというの

はちょっと議論の余地があると思いますけど。 

 ほかに御意見ありましたら。 

 どうぞ。 

○委員 今、委員長おっしゃっていたように、まず一つは、距離の概念が昔に比べると変

化している部分があるので、その部分をとらえるべきなんだろう。だから集積といっても、

本当に昔ですと歩いていける範囲だけじゃないと集積の意味がなかったんですけれども、

もう少し幅のある。 

 しかも重要なことは、先ほど他の委員がおっしゃったことですけれども、その距離の概

念が産業だとかサービスの種類によってばらつきが出ていて、例えばインターネットで済

むものだと、物理的な距離があっても距離感を感じないんだけれども、本当に対面的なも

のは、物理的な距離が短くないと実質的な距離として意味をなさないというところで、か

なりバラエティーが出てきているので、それに合った集積の概念が必要になるんだろうと
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いうのが１点ですね。 

 それからもう一つ、先ほど議論に出ました生活基盤産業の点ですけれども、これは２つ

の面で重要だと思うんですね。一つは、先ほど強調された雇用の面ですね。ある程度の雇

用を確保するということと、もう一つは先ほど医療の話が出ましたように、中で生活して

いる人が消費をしたり、需要をしたりする側の問題ですね。 

 ですから、生活基盤産業がそこで何かサービス財を供給してくれることによって、安心

してそこに住めるという部分があって、この両方が満たされてこそなんだと思うんですね。 

 ですから、そういう意味でいきますと、生活基盤と言っている理由は、生活基盤である

サービスがある程度そこで提供されるという意味で、重要なんじゃないかと思います。 

 難しいのは、雇用とサービスの提供と、両方ちゃんとエリア内でできればいいんですけ

れども、これがなかなか一致をしない部分があって、どちらをとるかという話でいくと、

この地域ブロックなり、基盤のエリアをどのくらいの距離感でとるかということなんです

が、雇用の部分は場合によると隣のブロックに働きに行くということもある程度できるの

かもしれないということで、連携をとりながら雇用を支えるというようなネットワークの

概念みたいのも、地域によっては少し考えないと、実質的にはなかなか雇用の確保は、現

実問題としてはちょっと難しいかなという感想を持っております。 

 以上です。 

○委員長 ほかに何か御意見ありましたらお願いします。 

 恐らく、横長の資料３－２の１ページの図が、最終的なこの自立と安定小委員会の報告

を出すときの、一つのキーになるような議論になると思うんですが、私は幾らか気になっ

ていて、要するに中枢・中核都市、これは 100 万都市ぐらいがある。それからその右のと

ころに産業集積拠点というのがあって、これは地場産業都市とかいろんな、小さくても光

る都市があって、それが元気のいいまちにつながっている。だからこの辺は牽引車です。 

  大半のところが、「ほどよいまち」と書いてあるのと、条件不利地域というのがあると。

条件不利地域は税金で支えていくことが必要なんでしょうけど、「ほどよいまち」というの

がどっちに転ぶかですね。つまり、税金で支えなきゃいけない対象になるのか、自立的に

なるのかで大分様相が変わってくるものですが。 

 個人的には、「ほどよいまち」というと、何となく目標がはっきりしないというような印

象を持っているんですが、この「ほどよいまち」というのをどういうふうにとらえていく

のかですね。 

 非常に元気があるんだけど、それほど大それたことを考えていないというようなことな

のか、特徴がないという、やや消極的なとらえ方になるのか、大分イメージが違うと思う
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んですけどね。 

 委員がおっしゃったのは、これ全体が隣のブロックと連携しているようなケースもあり

得ると。特に本州の場合には地続きですからかなりそれがあるし。 

 全総計画でもインターブロックというのを、あれは四全総のときですかね、余り発展し

なかったというんだけれども、出したりしているので、そこは海峡を挟んだ山口と北九州

という提案もしているので、それはそれで連携というのももちろんあり得ると思いますが。 

 どうぞ。 

○委員 先ほど、どういった産業の種類が大事かという議論がありましたけれども、私は

もちろん生活基盤産業、大変重要だと思うんですが、この地域ブロックという、1000 万規

模の大きな単位で考えますと、何だかんだ言っても重要なのは、成長の極になるような、

先ほど委員長のお話にもありましたＢＮとも関連しますが、まさに成長の極になるような

ものの存在というのは絶対不可欠でありまして、これがあって地域ブロックの経済全体の

牽引が図られるということがあるわけですから、これは必要なんだろうなと思います。 

 重要なのは成長中心が波及効果をもたらすということですよね。具体的には、成長力の

ある産業が集まる。それに対して、対事業者サービスとかが必然的に増えて、そうすると

人口も集まってきますから、対個人のサービスに関する事業も必然的に増えていくと。 

 そういうような波及効果のメカニズムを考えると、非常に国際競争力の高い企業を、こ

の規模では必ずつくっていく必要があるんだろうということは考えられると思います。 

 先ほどの話に国際的に見て立地に際しての魅力が少ないというような評価があるようで

すけれども、当然規制緩和等で魅力を向上していくと。そういうことが国の方策として、

当然必要なんだろうなと思います。 

○委員長 １ページの図でいくと、古川町なんかは、どこに入るんですか。「元気のいいま

ち」、「ほどよいまち」。 

○委員 条件不利地域。 

○委員長 そうですかね。いや、とてもそうは思えなかった。 

○委員 こういう産業の中でも交流産業が、私の方の白川でも下呂でも高山でもそうです

が、飛騨地域は交流産業でかなりカバーしておるという。それが雇用を生み出しておると

いうことになるものですから、こういう産業の中では、人口では少ないけど交流人口では

多くなるわけですね、1000 万人とかという。この辺がちょっとあれですから。この図でい

くと不利のところに入っております。 

○委員長 これをどうやって図っていくかということも考えなきゃいけないんですね。例

えば交付税をかなりもらっているとか、税収が低いとか、１人当たりのＧＤＰが低いとか、
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いろんな指標があると思うんですが、そこのハンディキャップ地域の中に、ハンディキャ

ップ地域って日本のカテゴリーでは随分広いから、そこに当然古川も何らかの格好で入る

とは思うんですけどね。 

 ただ、いろんな指標の中で交流人口が大きいとか、自前の観光産業とか、その他の企業

誘致なんかも行われているということを踏まえると、元気のいいまちという面もあるのか

なという気もするんですけどね。 

 そういうのをどういうふうに位置づけるかというのは、ある面から見ると、従来型の指

標からいくと条件不利地域だけど、別な観点から見るとそこに芽もあるというようなのを

どういうふうに整理していくかですね。 

 確かに消極的に考えると、条件不利地域の中に入っておかないと、いろんな支援が得ら

れないんじゃないかということになると、みんなここに入ってくることになる。そういう

資格ではない意味で、ここの整理をしていくということも要るのかもしれないですね。 

 どうぞ。 

○委員 先ほどおっしゃったように、ある程度の産業の集積というのが、日本の経済の発

展にとってはどうしても重要だというのはおっしゃるとおりだと思いまして、私、経済学

でこういう産業とか成長とかをやっている立場からしますと、最近非常に都市経済学とか

経済地理学が発展してきて、いろいろな歴史的な事象を研究したり、されているわけです

けれども、そういう観点からすると、ある程度の集積というのが一つの成長の大きなキー

だということが言われています。 

 そういう観点からしますと、ここで書かれているような産業集積拠点の中のコアをつく

っていくということは、今後の地域経済の発展にとっても非常に重要だと思います。 

 それを国が直接的に動かすのではなくて、地域のそれぞれの特徴を生かして、国はある

程度モデルケースを提示するというやり方も、今後の各地域の特徴を生かす上では、非常

に重要なことなんじゃないかと思います。 

 それに加えてここに書かれているように、ある種のサービスとか、それから８ページの

人の集まりを促すというときの頭脳業務とか、こういうところが今、重要度が高まってい

るんだと思うんですね。 

 単に工場が集まっているだけでよかった時代もあったんだと思うんですけども、今、サ

ービス化とか言われている中で、集積のメリットの一番重要なことは、ある種のそういう

最近の言葉で言いますと、知的資本という話ですか、そういうものがある程度都市の中に

集積されてたまっていくということが重要なんじゃないかと思います。 

 そういう意味でいきますと、本当の意味での集積拠点の重要なところというのは、各地
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域において、その地域なりの知的資本を蓄積していくことなんだと思うんですね。それを

後押しするための政策のバックアップというのが、ここで書かれていることなんじゃない

かと思いますので、今までのどうしても経済学の方でも工場を集めてくるという発想があ

ったんですけれども、そこのところは少し発想を変えた産業集積拠点が重要になっている

んだと思います。 

○委員長 今の点に関連すると、終わりの方で諸外国の例が載っていて、なかなかこの字

面だけでは実態がわかりにくいんですが、私が断片的に知っている幾つかで考えると、日

本は非常にそういう意味で一極集中的に知的資本を集積しているような気がするんですね。

産業の大企業の本社なんかの立地についても、この統計にも出ています。 

 対照的なのがヨーロッパ、特にドイツとか、あるいはアメリカなんかもそうですが、ド

イツの場合はマックスプランクとフランホーファーという、全国的な国営の研究機関の支

店が国立大学の敷地か隣ぐらいに必ずあって、ワンセットになっているんですね。だから

国の研究機関と大学とが連携して、それに企業がいろんな格好で参加して、いろんな意味

での交流がある。 

 それを意図的に全国につくっていくことで、言ってみれば群雄割拠的な構成ができてい

る。フランスもかなり国のてこ入れがあると思うんですけどね。 

 アメリカは少し違った意味ですが、むしろ企業が企業城下町をつくる傾向があるという

気がしているんですが、しかし、結果としてはかなり分散的に拠点が形成されていますよ

ね。 

 だから、今の拠点が経済を押し上げていくというのはそのとおりだと思うんですが、そ

の拠点の度合いが、一つしか国はないんだと。そこに向かって徐々にみんなが集まってき

ているという、そういう気さえする日本の状態と、ヨーロッパ、アメリカの状態はかなり

違うと思うんですよね。 

 従来国土計画は、どちらかというとヨーロッパとかアメリカというのを志向して、八ヶ

岳とか群雄割拠とか、地方の拠点を重視してきたということなんですが、それはある意味

で実態が逆の方向に向かっているのに対して、ある種のアンチテーゼというか、歯どめを

かけようという政策的役割を担ってきたとも言えるんですが。 

 最近、そこのところが少し関係があいまいになってきて、四全総なんかでは一時、東京

礼賛の方向に走ったりしたわけですよね。それはそういう政治的な思惑とは別に、本質的

にどうあるべきかということを整理していくことは必要だと思いますけどね。 

 だから全国的な意味での議論と、拠点の意味合い、短絡的に言えば拠点の数ということ

になると思うんですが。 
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 それから、拠点の中での構成というのと、両方議論の論点があるような気がします。 

 

         （２）生活圏域レベルの広域的な対応（その２） 

 

○委員長 それでは時間の関係もあるので、次の議題の報告を受けて、また今の点も含め

て議論したいと思います。 

○事務局 それでは、前回御議論いただきました「生活圏域レベルの広域的な対応」につ

いて、御説明をさせていただきます。 

 資料は４－１と、横長の４－２を使います。 

 前回の議論で、そもそも論も含めましてさまざまな意見が出ましたので、一応資料４－

１では３つの固まりに分けて整理をしております。 

 まず最初のページでございますが、「生活圏域」の位置づけについてということで、そも

そも生活圏域というのはどういう性格なのかということで、主な意見としては、計画圏域

なのか、それとも実態を把握するための圏域なのか、あるいは圏域を設定して、そこの病

院とか百貨店とか、そういった施設の整備目標をつくるところにポイントがあるのかどう

か、その意義がはっきりしない。 

 それから、地域主義を踏まえるべきだ。あるいは三全総のときと大分状況が変わってい

るので、そうした変化を織り込んで整理をしなければいけないという御意見をいただいた

ところでございます。 

 一応、論点といたしましては、基本政策部会におきまして、一応この下のかぎ括弧で書

かれているような云々の、ブロックも含めてですが、「二層の「広域圏」を念頭に置き、云々

対応が基本となる」としておりますので、一応、今後広域的な対応を図っていく場合の目

安というふうにとらえてはどうかと考えております。 

 横長の資料４－２の１ページを見ていただきますと、定住圏の御指摘もありましたので、

少しその対比を見るという意味で整理をしております。 

 ２点ぐらい申し上げたいと思いますが、三全総で提唱された定住圏につきましては、下

の位置づけというところにありますように、計画の中で計画上の圏域というふうに明記さ

れておりまして、これに基づきまして地方公共団体が国からの通達を受けてモデル定住圏

を 44 つくられましたが、それに沿って整備が進められてきたという経緯がございます。 

 ひるがえって生活圏域の方でございますが、取り巻く状況が地方分権が進んでいる、合

併が進んでいる。あるいは前回御指摘いただきましたように、モータリゼーション、ＩＴ

革命、意識の変化といったように状況が変化しておりますので、その位置づけのところを
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見ていただきますと、○を打ってございますけれども、生活行動が非常に広域化・多様化

してきておりまして、圏域を固定して考えるというのは非常に難しい状況でございますの

で、究極的にはそれぞれ居住する住民にとって、そこから広域的に時間距離で見た場合に、

いろいろなサービスがそろっているといったような観点からの検討が必要なのではないか

ということが考えられます。 

 したがって、広域的な対応を図っていく場合の目安という提示の仕方ではいかがかと考

えております。 

 もう１点この表で、後の議論にも関係しますので言及しますと、定住圏のときは地方の

時代ということで、人口が地方圏にも入ってくるようになってきた時代だと思います。さ

わさりながら、まだ都市としては十分育っていない状況にございまして、その圏域の規模

のところに書いてございますように、まず 20 万人ぐらいのしっかりした地方都市をつくっ

ていって、それを核に都市機能の集積を図って、そして全国に 300 の定住圏をつくってい

こうという状況にあったのではないかと思います。 

  ひるがえって生活圏域、今の状況でございますが、これから人口が減少して地域社会が

崩壊していくかもしれないという中で、何とかして農村地域も含めて、人が地方圏に定住

していただくためには、生活関連サービスを維持していかなきゃいけない。その一つの目

安として、１時間、30 万人ということがあり得るんじゃないか。 

 それから、中心的な都市も人口減少で維持できなくなるかもしれないので、どうしても

圏域内で機能分担、相互補完という対応にならざるを得ないんじゃないかということで、

かなり状況と、それからコンセプトが違うということを御理解いただければと思います。 

 資料４－１の２枚目を見ていただきますと、そもそも部会報告で述べられております、

人口規模で 30～50 万人、時間距離１時間～ 1.5 時間という目安は適当かどうかというこ

とで、いろいろ議論をいただいたところでございます。 

 一応、幾つかの根拠を示しておるのが、横長の資料の２ページからでございます。まず、

生活者の方から見て、広がりをどう考えるかということですが、大きなのは通勤と買い物

の２つでございます。 

 ２ページは通勤を見ておりますけれども、通勤圏全体で縦軸が、それぞれの都市の通勤

圏全体の、中心都市を取り巻く市町村の数の累積というふうに考えてもらいまして、時間

距離帯別に、通勤圏がどのぐらいカバーされていくかを示したものでございます。 

 大きい都市も小さい都市も含めまして、60 分ぐらいになりますと、大体通勤圏全体のう

ちの８割以上が、中心から１時間圏以内でカバーされるという感じになります。小さい都

市ですと、40 分ぐらいでカバーされることになります。 
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 次のページを見ていただきますと、これは買い物を見たものでございますが、左が生鮮

食料品、右が非日常的な映画・レジャーということで、特に映画・レジャーを見ていただ

きますと、これは岡山県の調査で、大きな中心都市、岡山、倉敷のところは、時系列であ

りまして、1979 年に比べて 2000 年は、かなり遠いところからサービスを享受しに来ると

いうことですが、地域中心都市、５万人ぐらいの岡山県内にある都市については、むしろ

映画・レジャー等は来なくなってしまったということで、機能分担が進んで生活行動もか

なり多様化、広域化しているという状況が示されております。 

 続きまして、次の４ページ。これは荒井先生が御研究されているところからとらせてい

ただいたものですが、ポイントだけ申し上げますと、人間の生活活動は、大きく分けて３

つの距離帯に分かれると。 500ｍ以下が第Ⅰ帯。 500～４km、10km とちょっと幅がありま

すが第Ⅱ帯。それから第Ⅲ帯で 10km 以上で、それぞれについて時間の使い方が違いまして、

右の折れ線グラフを見ていただきますと、日常的な第Ⅰ帯、 500ｍのところは、下に時刻

を書いておりますが、細分化された行動になっています。第Ⅱ帯のところは午前と午後に

ピークがある。第Ⅲ帯の遠いところは、１日に１回だけピークがあるということでござい

まして、１時間圏というのはどこをねらっているかということですが、荒井さんの弁によ

りますと第Ⅱ帯のところ、距離帯としては下諏訪の例で小さくなっているんですが、午前

中かもしくは午後に１回外に出る。それを頻度で考えるとどういうことかといいますと、

下に参考で定住圏のときの公表資料を掲げてありますが、大体市町村と県の間の当時の定

住圏のところは週間生活圏ということで、週末１回、午前か午後に出かけて映画を見ると

か、都市的なサービスを享受する、百貨店に行くということではないかと想定されており

ます。 

 次の５ページですが、今度は立地の状況から、供給側から見た１時間圏、30 万人の根拠

ですが、１時間圏域で人口規模が下に書いてありますけども、30 万人以上になると棒グラ

フのところが 100％になる。これは何を意味しているかというと、棒グラフは医療、総合

病院、一般と救急があります。それから商業は主に百貨店を示しておりますけれども、圏

域で 30 万人ぐらいあるところで、初めてそこの圏域内に総合病院、百貨店が立地するよう

になるということが、これは九州の例ですが、示されているということでございます。 

 資料４－１の２枚目に戻っていただきまして、下の論点でございますが、一応目安の根

拠づけにつきましては、いろいろ問題はありますが、引き続き検討するということにしま

して、ただこの部会報告で示された目安をもとに、現状把握、課題抽出を行うというスタ

ンスではいかがなものか。ただ、目安の幅を考えたときに、前回いろいろ御意見があって、

特に、今後生活のスタイルを考えると大分ダウンサイジングしていくという御指摘もあっ
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たことから、取り立てて部会報告で 30 万人～50 万人と、30 万人以上じゃなきゃいけない

と、リジットに言う必要があるかどうか。 

 それから時間距離にしましても、地方の人なんかに聞きますと、１時間って結構長いで

すねという議論もあり、30 万人、１時間というのを目安に、その前後、どういう幅がある

かというのはもうちょっと綿密に検討しなきゃいけないんですが、そういった目安にして

はどうかということでございます。 

 それから一番下の行ですが、これは事前に御意見を伺ったんですが、圏域の人口規模だ

けじゃなくて、年齢構成みたいなところも見ていくべきではないかという御指摘がありま

した。 

 最後のページでございますけども、じゃあ課題は何か。これを目安とした場合に、地域

ごとにどういうふうに課題が整理されるかということでございます。 

 主な論点の○を４つ打ってありますけれども、こういった形でひとつ整理を試みてはど

うかということでございます。 

 一つは、まず中枢・中核都市、これは県庁所在地であり、30 万人以上の都市である。そ

れから、大体人口 20 万人以上あるといろんな機能がそろいますから、そういった中心的都

市から１時間圏内というのは、これから将来的に見てもおおむね百貨店、総合病院といっ

た、十分な都市的サービスを享受することができるのではないかということでございます。 

 ここで 20 万としておりますのは、横長の資料の７ページを見ていただきますと、先ほど

と同様な作業、今度はそれぞれの単体としての都市、市町村別に見たものですが、これを

見ていただきますと、人口規模にして 20 万人以上の都市になりますと、大体いろんな機能

がほぼ 100％そろうことになりますので、一つの境になるかと思われます。 

 それから、資料を戻っていただきまして○の２点目でございますが、今後の人口減少に

より、１時間圏内にあって人口 20 万人相当の中心的なところがないところ、こういう地域

は、これからも多分拡大していくだろうということですが、そういう地域はどういうふう

に対応するか。 

 圏域人口として 30 万人ある場合には、それなりに機能がそろうわけですが、やはり圏域

内で機能分担と相互補完が必要ではないかと思われます。 

 横長の資料の１ページ戻っていただきまして６ページを見ていただきますと、中枢・中

核都市とか、人口 20 万人以上の都市から１時間圏にない外側の部分の市町村数というのは、

一体今幾つかあるんだろうかということなんですが、2000 年で 1702 市町村ございます。

この表の左上でございます。割合にして約半分ということですが、将来推計を行いますと、

これが移動率固定型で 1836、封鎖型で 1803、これは 20 万人としておりますが、幅を持っ
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て考えますと、そういった地域というのが広がる傾向にあるということでありますので、

これから中心市依存型というよりかは、複数の拠点が相互補完をし合うという形がウエー

トを占めていくのではないかと考えられます。 

 資料戻っていただきまして○の３点目でございますが、そもそも圏域人口自体 30 万人と

いうのが、維持することが将来危ぶまれる地域をどうしていくかということでございます。 

 資料の最後の 11 ページを見ていただきますと、人口 30 万人以下になるところ、これは

また九州の事例を示しております。黒いところが既に2000年で30万人以下ということで、

右下に凡例がありますけども、色が薄くなるに沿って、それが拡大していくことになりま

す。左が移動率固定型で、右が封鎖型で、色で見ると余りわからないんですが、封鎖型の

方が拡大の仕方が小さいということになります。数字的には左下に掲げております。 

 こういった地域は、条件不利地域が現時点では多く含まれておりますが、そうではない

ところもこれから拡大していくということでございます。 

 資料戻っていただきまして、○の３点目のところに、形式論理からいくと圏域人口を維

持するために、人口の流出に歯どめをかける対応を一層強化する。あるいは、圏域そのも

のを拡大させるために、モビリティを向上させる。これは交通、通信、ネットワークを整

備するということですが、こうした対応が必要なのではないか。 

 人口の流出に歯どめをかけるというのは、形式論理でございますが、これは例えば具体

的には「ほどよいまち」の、以前のセッションのところで議論していただきましたように、

住民が住み続けたいと思うような地域づくり、愛着と誇りを持てる満足感のある幸せを感

じる地域づくりを進めるといったような施策。あるいは先ほど委員から御指摘ありました

ように、交流人口で食べていくという対応もありますし、ここはいろいろな対応をこれか

ら考えて、デザインが描かれなければいけないのではないかと考えられます。 

 最後の○でございますが、ここは先ほど委員長からも御指摘ありましたように、自然的、

社会的条件による不利な地域ということで、整理をされるのではないかというふうに整理

をしてございます。 

 説明は以上でございます。 

○委員長 ありがとうございました。 

 今の点、生活圏の議論ですね。前の話はそれよりも広い範囲の地域ブロックですが、そ

ちらに及んでも結構ですけども、御意見お願いいたします。 

 現実に実態としては、30 万とか 50 万というのが生活圏……、古川町なんかの場合の生

活圏というと、古川町内におさまるんですか。 

○委員 おさまらない。やっぱり飛騨圏域ですね。飛騨圏域でも 15 万くらいですから。そ
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れで、岐阜県内の５割の面積を占めておりますから、そういうふうになっていくわね。 

○委員長 日常的にその範囲を行き来している人はかなりいるということですか。 

○委員 そうですね。私の方でいきますと、先ほどの富山圏域が入ってきますね、これか

ら。ますます富山圏域の方になってくると思うんです。名古屋圏域の方はちょっと行きま

すね。 

○委員長 そういうことをベースに、これはあんまり圏域を線で確定するつもりはないと

いうのは宣言されていますけども、もし仮にそういうことをした場合には、三全総のとき

よりも数が減るということになるんですかね、実態としては。 

 その理由が、交通の発達、通信の発達ということと、需要側というか、買い物行動とい

うものをとっても、ある程度の質がよくサービスがいいところが吸引しているという規模

の効果みたいなのが出てきているということもあるんですかね。 

 少し規模が広がっていると。それがさっきの生活基盤産業ということとも連動している。

要するに、生活圏域の中で生活基盤産業がある程度ワンセット、充足されているという関

係にあると思うんだけど、それは広がっているということで主張に合っていますかね。 

○委員 定住圏のときよりも生活圏域の方が広がっていて、数が減っているという一面が

ある一方で、そういう量的な問題とは別に、質的にも変わってきていると思うんですね。 

 その一番大きな違いというのが、定住圏のイメージというのは、中心都市が一つあって、

排他的な圏域があったと。そこの圏域に住んでいる人たちは、みんなその中心都市に依存

しているというか、みんながそっちを向いていたという状況があったんだけれども、生活

圏域の場合は、中心になるのが生活者一人一人なのではないか。 

 つまり、圏域は広がって数は減っているんですけれども、オーバーラップしていると考

えると、極論すれば生活圏域というのは人口の数だけあると言えるのではないかと思うん

ですよね。 

 そうなってきますと、その圏域の一つの中心都市ではなくて、オーバーラップしている

ところに幾つ、ある程度の吸引力のある核というものがあるかというのが、生活の多様性

を確保する意味で重要になってくる。 

 少し具体的な話をいたしますと、夫婦で働いている都市が違うような場合に、その中間

点に居住地を選ぼうとする。あるいは、子供はまた別の町の学校に行くというような、住

んでいる家族とか人を中心とした単位に生活圏域が広がっていて、その中にどれだけの生

活関連施設が充足されているかという、今まで表から見ていたものを裏から見るような変

化の兆しがあるように思います。 

○委員 生活圏域の設定ということは、方向性として非常によくわかるんですけれども、
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じゃあどこに問題がありそうかということで考えますと、８ページで塗ってあるところの

青い部分の、中心的都市より１時間圏の外にある都市が大変多いと。例えば九州で言えば、

中枢・中核都市の福岡の圏外の生活圏域といったものが、次のページの日田市を中心とし

たあたりとか、そういうことになると思うんですけれども、こういったところが非常に問

題になってくるんじゃないかなと考えます。 

 ９ページの日田市あたりの人口を見ますと、大体これ、周辺の町村はおろか、日田市で

すらかなりの人口減少基調にあるところなんですね。したがって、これは本当に日田市だ

けでも頑張ってもらわないと、ちょっと困ったことになるなと思うわけです。 

 そこでちょっと考えますと、気になるのは前回だかの議論にあった機能分担で、もちろ

ん全部の市町村のフルセット主義は論外ですけれども、この圏域の市町村の間でいろんな

機能を分担しようという考え方も、ちょっと私は疑問に思うところがありまして、それだ

けだと共倒れになってしまう危険性が非常に高いんじゃないかと思うんですね。 

 というのは、大きい図書館だけがある町とか、大病院だけがある町というのが、魅力あ

るにぎわい、特に若い人たちにとって魅力ある都市的なにぎわいというものを有すること

ができるかどうかというのは、非常に疑問だと思うわけなんです。 

 例えば、高速道路とかができて便利になったときに、ストロー効果とかでやられないよ

うにするために、例えばここで言えば福岡とかに持っていかれないようにするためには、

日田がいいのかどうかというのはちょっとそれはわかりません、隣町の方がいいのかどう

かはわかりませんけれども、圏域の中心になるところはしっかりと誘導して育てていかな

いと、圏域全体がそれこそ福岡の従属という形にならざるを得ないのではないか、と思っ

たりもいたします。 

○委員 今のお二人の御意見に大分関連するところがあると思うんですけど、私は１ペー

ジの定住圏と生活圏域の違いのところで、固定的に考えるのではなく多様化に対応すると

いうところは、非常に重要な視点なんじゃないかという気がするんですね。 

 それは先ほどもちょっと申し上げましたように、エリアの概念が、上に書いてあるよう

なＩＴとかモータリゼーションとかで随分変わってきている。 

 それからもう一つは、変化しているだけではなくて、先ほども申し上げましたけど、階

層的にバラエティーを持つようになってきていて、そういう意味からすると、計画をして

エリアをきちっと線を引いてしまうということが、どんどん難しくなっている部分が多い

んだと思うんですね。すべての都市計画でそのエリアを引かないことになっちゃうと、計

画ということでなくなっちゃうんですけれども、少しこういう発想があってもいいんじゃ

ないかなと、私は思いました。 
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 なぜそういうふうに思っているかというと、例えば私の自分の専門分野でいきますと、

企業の話がありまして、企業の境界というのは、昔はトヨタとか日立というエリアがあっ

て、その中で行動するというパターンだったんですけれども、今は企業組織でもこういう

発想は全然通用しなくなってきていて、実態なり現実の産業の変化に応じて、アメーバの

ように組織を切り張りして変化させていかなきゃいけない。その変化に合わせて、むしろ

組織の境界を後追いで決めていくという発想をしていかないと、とても現実の変化に対応

していけないようなことが起きています。 

 それからもっとドラスティックな話でいけば、１人の人が特定の組織だけに所属するわ

けではなくて、例えば昼間は大企業に勤めているんだけれども、夜になるとインターネッ

ト上で別の会社を運営しているとか、そういうような多様性も出てきていますので、現実

のいろんな動きからすると、多様性の変化に対して、ある程度線引きが後追いになってい

くという部分が結構ふえているんだと思うんですね。 

 都市計画の中で、そういうものがすべて当てはまると思いませんけれども、少し現実の

対応をしていくという部分で線引きを考えてみるというのも、重要な発想なんじゃないか

と思います。 

 そういう観点からしますと、先ほど御意見ありましたように、どんどん過疎化していく

中で、どういうふうに補完性を保っていくのかというところも、ここでの発想からいくと

何かきちっとこういうことをつくって、こういうアレンジをして、理想的な都市をこうい

うふうにつくりましょうということではなくて、どちらかというと都市の中身の方でどん

どん人々の行動が勝手に過疎化していったり、会社がなくなったりしていく中で、それに

対応するといいますか、補完する形で、どういうふうなものを周りにアレンジしていった

ら何とか保てるだろうかということを、発想していかなきゃいけないような時代になって

いると思うんですね。 

 そういう観点からしますと、こういう柔軟な発想の圏域の考え方というのは、私として

は非常に魅力的だったと申し上げたいと思います。 

○委員長 ほかにいかがでしょうか。 

 さっき九州のケーススタディ、９ページですかね、日田とかえびの。委員が言及されま

したけど、特に日田なんかは福岡が相当しっかりした中心性を持っているので、高速道路

もできたので、かなりそこに引きずられていると。特に今、例えば土日、さっきの週間行

動なんていうのは、福岡にかなり引っ張られちゃっていると。日田は多少の中心性がある

と思いますが、その役割はだんだん低下してきて、ウィークデーの中心というような感じ

になって、週末中心は座を福岡に譲っているとか。 
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 だから、生活圏の中でも１週間を通して生活圏が保たれているところと、ウィークデー

だけの生活圏になっているところと、そういうある種の階差というか、ランクができてい

るのではないか。そういう視点も要るのかもしれないですね。 

 同じ生活圏でくくれない、それはある意味で複合されているということだと思うんです

けどね。 

 この中で言うと、小国なんかは熊本も相当遠いんですけどね、こういうところはどこへ

行ってしまうのか。大分も遠いですね。 

 だから、逆に居直って温泉つくって、南小国ですか、黒川温泉がはやったりするという。

あれはへんぴ性が重要だから、こういうところが逆に浮かび上がってくるということです

かね。 

 そうすると、そうやって進んでいくと、だんだん日田生活圏というのは分解されていく

のかもしれないですね。週に１回生活圏ぐらいになってきて。 

 どうぞ、お願いします。 

○委員 この資料の今の図の９ページですが、日田あるいはえびのを中心とする圏域の話

が出ているんですけども、日本の県庁所在地って、大体海岸にあることが多いですよね、

岐阜県とかは別として。 

 そうして見ると、必ず山間地は県境に来るわけですね。当然のことながら、両圏域とも

それぞれ３つの県にまたがっているということになるわけです。そうすると、つまり国土

計画的にといいますか、あるいは生活圏域というふうに設定した場合と、行政的な県とい

うのは必ずずれて来るところがある。 

 というのは、生活圏というのは別に県に縛られるわけじゃありませんので、そういった

ずれというのを考えてくると、何か生活圏を設定することは、圏域ですから自由にできる

わけですけども、じゃあそれで施策をどう考えるかということになってくると、だれがや

るんだという話になってくるわけです。 

 そうなると、そこをフレキシブルにするような政策の主体というものは、一体だれなん

だろうというところが多分問題になってくるだろうし、もちろんそれが九州ブロック、あ

るいは道州制という話になってくれば、それはそれでそういうところがアレンジするとい

うことになるのかもしれないけれども、今のところ県を越えた市町村の連携といったもの、

もちろん先ほど委員も言われたように、飛騨地域は富山圏域との関係が強くなってくると

いうところもあると伺っていますけども、そういった面での政策的な対応のフレキシビリ

ティーといったものも、考えていかなきゃいけないんじゃないかなと感じていました。 

○委員長 地方ではないけど、町田、相模原が一帯の業務核都市をつくったりしています



                  25 
 

よね。だから県境を越えた例というのは、昔、新産都市なんかでも、島根と鳥取で一緒に

考えたとかいうのはありますけどね。 

 分権化が進むと出てくるんじゃないですかね。今までは国に何か代弁する者が県だから、

県が自分のところの市町村をまとめて意見を言わなきゃいけない。そうすると、そこで分

断されてしまう。国に代弁する必要がないとなると、県同士でやればいいんだから、もう

ちょっとまとまりやすいとか、あるいは市町村が直接やれるとか。 

 あと、市場が決める面がふえてくれば、行政の縄張りは関係なくなりますしね。 

 インフラの役割も大きいでしょうね。トンネルが抜けた途端に身近になってしまうとい

うことがあり得るわけですから。そうすると、やっぱりインフラも必要だという。古川町

のための理論武装しているような感じがする。 

○委員 全国にこういう地帯は多いわけですね。この白字のところは全部そういう地域で

すから、そういうところをいかに自立させていくかという施策をしていくということにな

るわけですから、そうするとインフラ整備も出てきますし、やっぱり規制緩和をすればか

なり解決する問題もあるし、もう一つはやっぱり、早い時期に道州制の問題が、これが一

番、今、市町村合併がここ２～３年のうちに進めば、この次はもはや道州制にいかないと。 

 道州制でいけば、こういう白字の部分が解決してくる。その圏域の中でも県を越すと、

なかなか今ほどの難しい問題がありますから。 

 産業というか、これからその地域の特徴を生かしたまちづくりをする。それで自立でき

る。そういうところが「ほどよいまち」になってくるので、ここがこれから大事な地域に

なってくるんじゃないかなと思っておりますけどね。やっぱり人口だけでの集積だけでな

しに。 

 ただ、生活圏だけで持っていくとそういう問題も出てきますし。やっぱり、そういう地

域はそういう地域で知恵を出すような、その知恵を出したものには支援をある程度手当て

をする方式ですね。そういうふうにして、そういう施策をする必要があるだろうと思って

おります。 

○委員長 今回の提案の中で、国土計画という観点から県境意識を低くして、県の境とい

うのは、片一方の県にとっては重要性が低いというケースがあるんですよね。要するに東

京から遠い県にとって、東京に向かう道路は意味があるんだけど、東京から離れていく道

路はあんまり意味がないと。そうすると、まさに古川町みたいに、県境を越えた途端に岐

阜県のサービスはあんまりよくないと。富山県はしっかりつくってあると。 

 そういうことがありがちなので、県境意識を低くすればそういうことがなくて、市町村

を何々県というのは取っ払って、生活圏で将来の姿を想定して、インフラ整備なんかも考



                  26 
 

えられるようになると。 

 そういうことを定義すると、県庁はあんまりいい顔をしないけども、市町村の人は喜ぶ

かもしれないですね。そういう意図があるんだよね、こういう図をたくさん出してきてい

るというのは。 

○事務局 たまたま…… 

○委員長 たまたまとは思えないね。 

○委員 そのいい例が、今の生活圏の中でいくと、長野県の山口村ですよね。これは岐阜

へ来て生活しておるのに長野県におる。住民は岐阜県へ行きたいと言っておるけど、長野

県はあかんということで、そういうことで 40 年から 50 年続いておるんですね。 

○委員長 なるほど。幸手と五霞町でしたっけ、あれもそうですよね。たくさんあるんで

すよね、拾っていくと。今まで何となく隠されていたところがあって、パンドラの箱をぱ

っとあけたと。 

○委員 やっぱりそういうところはいいところなんですよ、宿場町で、山口村。ですから

長野県も離さないわけです。過疎の要らんところなら離すんですよ、必要ないところは。

それで生活圏は名古屋、岐阜へ出ておるということになる。 

○委員 今の県境の議論のもう一つステップアップしたのが、ヨーロッパで起きているこ

とですよね。国境を越えたリージョンが非常に浮上していて、今まで国に縛られていたの

で、国境を越えたリージョンが、そこはいいところだとおっしゃいましたけど、まさにい

いところがあって、大きい文化圏と文化圏のはざまにある小さい文化圏というのは、それ

なりの知恵も蓄積されているので、ヨーロッパの中で非常にかしこい動きをしている。 

 その一例を申し上げますと、先ほどの地域ブロックの方の資料のヨーロッパの例であっ

たコペンハーゲンのエーレスンド、メディコンバレーというのは、国境を越えて産業集積

を目指すというような…… 

○委員長 スウェーデン。 

○委員 スウェーデンとデンマークの２国にまたがる、産業集積拠点を目指すという動き

まで出ている。 

 そういう流れをＥＵレベルの政策でどうサポートしているかというと、ＥＵレベルは境

界地域に、いわゆる空間計画の重点を置いていくわけですね。その第一歩が、境界地域の

インフラ整備支援なわけですね。今まで道路、交通あるいは上下水道とか電気、そうした

ものが国境で不連続になっていたところをインフラ整備することによって、マーケットに

とっても不連続点だったところを解消していくようになっていくと。 

 そうなってきますと、日本でも地方分権が進んでいくと、国の役割というのがかつての
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ボーダーだった県境地域を中心に考えていくというような方向性というのも、ひょっとし

てあるように思います。 

○委員長 何かストレートに決まってきますね、そうすると、国は。古川から富山空港ま

での道を整備しなきゃいけない。ちょっとでき過ぎのような議論の展開になってきた。ま

だ時間もありますので、ほかに何か。いいですか。 

 では、その後もう一つ議題がありますので、これにもう移っちゃっていいですかね。 

 

        （３）地域の自立・安定小委員会中間報告（素案） 

 

○委員長 最後の中間報告（素案）について、頭出しということですが。 

○事務局 それでは説明させていただきます。 

 資料が前後して恐縮なのですが、資料２のスケジュールがあるかと思いますので、お出

しいただけますでしょうか。ここにありますように、12 月中旬から１月上旬にかけて調査

改革部会が予定されておりまして、このときまでにこの委員会としての中間報告を取りま

とめる必要がございます。それまでに、きょうを含めて２回委員会がございますけれども、

本日はほかの議題もありますので、中間報告の素案ということで、項目や構成などについ

て御議論いただきまして、文章の書きぶりなど詳しいことにつきましては、次回の委員会

で改めて御議論いただくという形にしたいと思います。 

 そういったことで、資料５－１、資料５－２がお手元にありますでしょうか。似たよう

な資料でわかりづらくて恐縮なんですけれども、資料５－２の方が、実際の中間報告に近

い形で文章が入った資料でございます。現時点で事務局でまとめた資料で、23 ページござ

います。これに図表を添付するというのが、中間報告のスタイルになろうかと思っており

ます。 

 一方、資料５－１が文章を要約したポイントということでございまして、本日は全体の

構成を御議論いただくということですので、資料５－１に沿って説明させていただきまし

て、必要に応じて資料５－２の文章を御参照いただくというスタイルでさせていただきま

す。 

 なお、縮小したコピーとなっておりまして、字がちょっと小さくて恐縮ですけれども、

これは全体の構成を見比べていただくという趣旨でこういう形とさせていただいておりま

すので、御了解いただければと思います。 

 前置きが長くなりましたけれども、資料５－１の目次をご覧ください。全体として大き

な２つの固まりとなっておりまして、現状と課題に関する内容、それから今後の方向性に
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関する内容の２つに分かれてございます。 

 最初の現状と課題については、今まで委員会で御議論いただきましたものを、ほぼその

ままの順番で並べておりまして、１番目に人口減少下の人口分布。２番目が、経済社会の

トレンド、３番目が地域産業の動向、４番目が都市の状況、それから５番目が「21 世紀の

グランドデザイン」における２つの戦略の進捗状況となっております。 

 ２つ目の固まりですけれども、今後の方向性ということで、二層の「広域圏」を念頭に

置いた対応、都市・産業集積拠点の形成、それから「ほどよいまち」を踏まえた地域づく

りということで、最初の２つに関しましては、本日御議論いただいた内容もありますので、

ペンディングということで（Ｐ）をつけております。 

 それでは中身の説明でございます。右側の１ページでございますけれども、最初の固ま

りであります現状と課題の１番目、人口の部分です。大きく４つに分けておりまして、最

初の２つが足元の状況でございますけれども、まず足元で言うと人口が増える地域と減る

地域の二極化が進行しているという話。 

 それから２番目の固まりとして、東京圏に再び人口が集中しているということと、その

要因は主に人が出ていかないことであるという話を書いております。 

 ３番目と４番目が今後の展望に関するものですけれども、３番目の方が人口減少下で低

密度・無居住地域が拡大していくということで、国土保全が適切に図られるということが

重要な課題であるということでございます。 

 ４番目が、地方都市の拠点性が失われる可能性が高いということでありまして、今後は

いかに拠点を維持・確保していくかが重要な課題であるということでございます。 

 ２番目の、経済社会のトレンドでございますけれども、まず最初にマクロの成長シナリ

オとして、将来的には０から１％内で成長率が推移するのではないかという話をしており

ます。 

 それから（２）として、地域経済を経済構造あるいは経済格差から見ようということで、

移出入構造、あるいは公的支出への依存の度合い、それから１枚めくっていただきまして

２ページですけれども、地域間格差がどうなっているか、あるいは地域資源がどうあるか

ということでございます。 

 （３）として、ライフスタイルが変化しているということで、価値観が「心の豊かさ」

の重視になっているということを書いておりまして、こういった変化に国土計画としてい

かに対応するかということでございます。 

 それから、地域産業の関係でございますけれども、まず初めに、経済構造が全般的に東

京圏を頂点とした構造になっているという話をした上で、（２）として個別産業として製造
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業、商業、建設業という地域の雇用を支えてきた産業が落ち込んでいるという話が書いて

おります。 

 （３）として、サービス産業を中心に見られる新たな動きということで、サービス業自

体の伸びがふえているということですとか、コミュニティーサービス等の新しい動きも出

ているということが書いてあります。 

 それから（４）が地域の労働市場ということで、若年層を中心に失業率が高くなってい

るということでございます。 

 （５）として、産業面で見た課題ということでございますが、大きいのはかつて雇用を

支えてきた製造業・商業・建設業が雇用を吸収できないということで、いかに地域に根づ

いた雇用基盤を確保するかということ。 

 それから、工場誘致などが行われた場合に、技術をいかに地域根づかせるかということ

が書いております。 

 それから４番目が都市の状況ということで、初めに現状と課題が書いてございます。こ

こでは人口の集積状況ということで、昼夜間比率等がどうなっているかということでござ

います。 

 それからめくっていただきまして４ページで、都市機能がどうなっているかということ

で、商圏あるいは学校の集積、医療機関、住宅等についてどういうことが言えるかという

ことが書いてあります。 

 次が課題でございまして、安全面、土地利用面、環境、少子・高齢化ということでいろ

んな課題があるということが書いてございます。 

 その次が、多様な主体による個性あるまちづくりということで、住民あるいはＮＰＯ等

の多様な主体によるまちづくりが進んでいるという話が書いてあります。 

 次でございますが、コンパクトな都市構造への転換が求められるということでございま

して、いかにして都市の外延化を抑制して、求心力のあるコンパクトな都市構造に転換を

図るかということが書いてございます。 

 次の固まりが、グランドデザインの４戦略のうちの２つの関係でございますけれども、

最初の大都市のリノベーションでは、これまでの取り組みとして、各種の計画でいろいろ

大都市のリノベーションにかかわる記述があるという話ですとか、今後の取り組みとして

密集市街地等の継続的な課題に加えて、都市の拠点性維持といったような課題があるとい

う話。 

 それから戦略の方向として、柔軟性を意識した戦略が必要ではないかという御指摘があ

りましたので、そういったことが書いてございます。 
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 １枚めくっていただきまして６ページでございますが、２番目の戦略の関係で、地域連

携軸の展開がございます。ここでは、前回の委員会で御紹介しましたけれども、地域連携

軸の評価調査の結果、ヒアリングの結果、それから今後の取り組み方向ということで書い

てございます。 

 次の固まりが、今後の方向性ということでございます。先ほども申し上げたとおり、二

層の広域圏に関する対応、生活圏域レベルの話と、地域ブロックの話、それから都市・産

業集積拠点の形成にかかわる部分でございますが、これはきょう御議論いただいた内容で

すので、説明は割愛させていただきます。 

 次に８ページに移っていただきまして、今後の対応の３番目でございますが、「ほどよい

まち」を踏まえた地域づくりということで、まず一つにはそもそもの考え方として、外か

らの工場誘致等に依存しないで、自立して安定した社会を形成することが課題であるとい

うことが書いてございます。 

 中身の話として、すべての地域が目指すべきなのは、住民が誇りを持てる、住み続けた

いと思うような地域社会づくりではないかということが書いてございます。 

 それから、「ほどよいまち」の概念としまして、内在的に存在するものから発展していく

べきではないかといったような話ですとか、地域同士で協力して、相対的に自立すべきで

はないかという話が書いてございます。 

 それから３番目として、地域づくりに当たっての重要な要因ということで、リーダーの

存在、それから雇用を中心にして必要な所得が確保されるということ。それから、住民の

精神的な満足度を得られる地域づくりという観点。それから、情報提供等による総合的な

地域づくり支援といったことが掲げられております。 

 説明は以上でございます。 

○委員長 どうもありがとうございました。 

 スケジュールからいきますと、きょうと、それから 11 月 21 日に次回予定されていて、

そこで今の素案について中心的に議論したいということで、きょうの段階で御意見を伺っ

て、かつ 21 日までの間に、できればメール等で御意見を寄せていただいて、それを踏まえ

た修正版が 21 日に提案されて、それをまた議論するという格好で、21 日にあらかたまと

めたいということなので、よろしくお願いします。 

○委員 ５－１、５－２の資料を拝見させていただいて、大変よくできているとは思うん

ですけども、何か従前の報告書と余り相違点がなくて、私としてみると何か、一般的過ぎ

るのではないかなということで、ちょっと残念に思ったんですね。それで、あんまり発言

をしなかったんですが。 
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 報告書として、もっとポイントをぴしっと絞った方がいいのではないかなというのが、

私の意見です。まず、現状と課題というものの大半は付録でよいわけで、必要に応じてそ

れを見ていただければいい。ただ、例えば現状と課題の中の２の成熟する経済社会のトレ

ンドというところがありますが、ここのところがよく読めば３つあって、グローバル化、

情報化、それから環境対応という３つが 21 世紀の生活だとか社会、あるいは産業に及ぼす

最も大きな影響ファクターであると。この３つのファクターからすると、国土計画として

地域の自立・安定をどうすべきかということて、多分提案として今後の方向性をきちっと

出せばいいのではないかというのが私の考えです。そのほかは全部付録でいいんじゃない

かというのが、まず１つ目です。 

 そして、その次の今後の方向性というところが、これはやや旧態依然としているかなと

思いますのは、定住圏であろうと生活圏であろうとよろしいのですけども、そういうもの

と、それから産業経済を育成していくということと、いかにバランスさせるかということ

が一般的な議論だと思います。しかし、その一般的な議論でずうっととどめておいていい

のかということが現実の課題です。 

 きょう、私が最初にすごく関心したのは、資料３－１を見せていただいて、３ページを

見ると、多分議論がたくさんあると思うんですが、地域ブロックの経済的自立のための拠

点の形成というところに、非常に明確に新しい主張が出ていると私は思ったんです。これ

は何かというと、選択と集中をして、より生産性の高い土地に重点的に投入していくんだ

と。それによって、その下の段落で、その結果富が創出されたらば、それを波及効果を持

たせて生活圏、社会圏の方に波及させていくというプッシュ型の考えなんですね。 

 今まではどちらかというと、生活上これが必要。だからこうしなさいというプル型の考

えだと思うんです。ここで、相当にプッシュ型、あるいはポジティブ型と呼ぶべきかもし

れませんが、そういう考え方がこの資料３－１には相当強く出ていて、こういうような議

論も今まであったと思うんですね。 

 このようなプッシュ型の考え方を、じゃあ具体的に方法論としてどうしようかというと

きには、1000 万人人口圏で考えて、30 万人、50 万人都市圏を構想し、そしてそこに知識

財産産業を拠点化するという構想が、物すごく脈々と強く流れているんですが、それが目

次案になると薄まってしまって、従来どおりの生活圏と、富を創出する方とのバランス論

だけに終始してしまって、何を国土計画として最も重視するかという視点が、やや薄まっ

てしまうんじゃないか。 

 私はできれば、資料３－１についてもう少し議論をして、それをもとにしてもうちょっ

と強い目次案というか、きちっとした明確な主張のある提言をしていくべきではないかと



                  32 
 

いうのが私の考えです。 

 資料３－１の、先ほどの３ページはそういう書き方をしてありますけども、これは下手

に読むと、何か選択と集中でどこかだけに特別に資本投資をして国土計画も行って、小さ

いところは周辺は切り捨てるんだというふうに読まれてはいけないわけで、そこの下の段

落の「拠点が成長すれば、周辺地域にも効果が波及して、牽引役を果たすことが可能」と

いう、このシナリオをもっときちっと補足説明しないと、これは誤解を招いてしまう。た

だシナリオとしては、このシナリオに私は賛成しているんです。それに目次が必ずしも対

応していないというところを、内容としては疑念に思いました。 

○委員長 今の点ですけども、考えてみると、国土計画、最初から、今、委員もおっしゃ

ったようなことをグロースポールセオリーにのっとってやってきたんですよね。新産都市

とか工特地域がまさにそうで、一点突破、全面展開というか、その地域の中で最も可能性

のあるところに集中的に投資して、波及効果を及ぼそうということをやってきて、それは

一つの手段として今でも有効性があると思うんです。 

 今日で考えると、交通条件が当時と比べると格段にレベルアップしているということで、

可能性のある地域が増えてきていると思うんですよね、一方で。 

 それから、何を成長の核となる産業とするか、あるいは活動とするかというところが多

様になってきている。例えば、当時は観光なんていうことはあんまり考えていなかったと

思うんですが、現在で考えればそういうのも入ってきて、当時は製造業ですから、今議論

すれば製造業だけではなくて、知識産業とか観光とか、いろんなものが出てくると思うん

ですよね。 

 だからその辺を盛り込んで、でも発想としてはまさに御指摘になったような、めり張り

をつけるというのが要るんだろうと思いますね。 

 少しつけ加えると、私はそれと、「ほどよいまち」というのをもうちょっと強化してほし

いと思うんですよね。つまり、「ほどよい」とか「いいかげん」というのは、それ自体よく

考えると適切な言葉なんだけど、何となく使いこなしているうちに怠惰とか、何も考えな

いという否定的な用語になってきているので、結局、それぞれのところはそれぞれの目標

を持っていろんな活動をするんだと。しかし、結果としては日本全体の人口も減少局面に

入っていくわけだし、そんなに突出して成長するところがたくさん出てくるわけではない

ということで、ほどよさの積極的な意味を整理しておく必要があるのかなと。 

 例えば、テクノポリスという政策がありましたけども、生活面と産業面とがバランスを

とると。これは今でも重要なことだと思うんですよね。 

 それから、持続可能性で言うと、環境と社会的公平と経済成長はバランスをとる必要が
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あるんだと。これも重要な考えだし、あるいは農地と都市がバランスをとるというのも土

地利用として大事だし、自然と都市でもいいんですけども。 

 そういうふうに、あるバランスをとることによって、人間の満足が高まるというのも経

験的に証明されていることだから、それは客観的に見れば「ほどよさ」ということだと思

うんですよね。全部都市で覆い尽くすのではなくて、農地をちゃんと残しておくとか、自

然を残すというのが「ほどよさ」につながるので、そういうほどよさの積極的な意味、あ

るいは今日的な意味を書き込んでおけば、単に語感から来る誤解を防げるのではないかと

思うんですね。 

○委員 そのために、環境という視点がちょっと足りないんじゃないですか。環境の視点

がやや足らないから、どうしても緑地だとか自然環境の保全というものと、それが都市よ

りも郊外というものにスポットを当てることとのバランスがとれていないように思うんで

すね。そこをもうちょっと強化されることによって、どちらかというと情報化というのが

どっと出ていて、情報化が産業・生活スタイルをみんな変えていくという視点が非常に強

いんです。それは正しいと思いますが、その情報化によってグローバル化という、世界的

に同時にいろいろな交流をしていくということがもう一つのファクターで、日本としては

サスティーナブル・ディベロップメントの牽引車として、環境ということを考えていく。

その視点があれば、当然日本の全体の 1000 万人都市、50 万人都市と言うけども、小さい

都市について、それはここでの課題ではないかもしれないけれども、その観点から地域の

重要性があるということが帰着されるのではないかなと思うんですよね。 

○委員長 全体にこれ、まさに新しい計画の出発点の提案ということになるので、議論を

呼ぶような際どい言葉を散りばめた方がいいと思うんですよね。「ほどよい」というのも、

そういう意味ではいろいろな議論を既に呼んでいるので、これも一つですが、きょう出た

ので、県境地帯に国が支援するとかいう。 

○委員 県は要らないとか。 

○委員長 県は要らないと。そういう際どい言葉を散りばめて、とにかく議論を起こすと

いうことが大事なので、うまくまとめないとということでいきたいと思うんですね。 

 ですから、委員の少数意見をできるだけ尊重して、多数意見を切り捨てるという。 

○事務局 めり張りと、いろいな工夫を検討すべきだと思いますが、今回の検討の趣旨が

国土の総点検ということにありますので、ドラスティックにポイントだけにして、あとは

参考資料という形にすると、当初の総点検の目的から考えるとどうかなと。ほかの委員会

とのバランス等もございますので。 

○委員長 参考資料が前の方に来ていてもいいですよね。ずっと前の方は参考資料だから
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読み飛ばしてもいい。その後に重要なところが書いてあるんだというのがはっきりわかる

ようにしてあれば。そこは構成は事情もおありだと思うので。 

○委員 でも、分厚い報告書をつくっても、また要約版をつくるわけでしょう。 

○委員長 そうです。 

○委員 その要約版が重要なわけなんで。 

○委員長 だから、要約版のところを最初から本文の後ろにくっつけておいて。本当は要

約が前にあった方がいいんだけど、そうできないということなら後ろにあった方がいいか

な。そこはちょっと工夫して、でもとにかく議論を呼ぶものにするということですね。 

 きょうの段階で、何か特に御発言があったら、余り時間がなくなりましたけどお願いし

ます。どうぞ。 

○委員 さっき県境地域の話をちょっとやったんですけど、誤解のないように言っておき

ますが、別に僕は県をやめろという話を言っているわけじゃございませんで、考え方によ

って、道州制で県をなくすという選択肢は一つあり得るわけですね。 

 もう一つの考え方は、県は県でそれなりに役割があるのかどうかということを再検討し

ながら、県同士がどういう関係を持つかということを考えていくと、本当に県同士が仲が

悪くてしようがないといって、それで話が全然うまく進まないとなったらそれはやっぱり

問題だということになるんでしょうけども、行政単位と、先ほど言っていた産業の単位と

いうか、あるいは生活圏域って、それぞれ独立国家でもないわけですからぴったり合わな

いということはあるわけで、合わないときにもっと上からというのは変ですが、大きい単

位にしちゃって中を壊すということになるかどうかは、判断は留保しておきたいと思いま

す。 

 だからといって、県の上にまたさらに州をつくるというと、今度は４層制になっちゃい

ますので、これはまた話は別のところになって、ますます話は複雑になりますので、そこ

ら辺はちょっと難しいなと思っています。 

○委員 個人的に気になるのは、「国際的」だとか「国際性」という言葉が随所に出てくる

んですけども、それはそれでよろしいと思うんですが、ここに盛られている内容というの

は、アメリカ追従型の国際性みたいなことに非常に念頭を置いていて、もっと日本の長い

歴史の中で、独自の文化、文明が構築されていて、それをベースにした上での国際的な展

開という視点が、やや足らないように思うんですね。 

 何が何でも優秀な頭脳を出して、それから人も入ってきて交流するんだと。そして、産

業も文化もみんな創出するんだというようなシナリオになっていますけども、日本の独自

の文化はすごく強くあるわけですから、これを生かした形という提案に、なるべくしてい
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ただきたいなと思うんですね。 

○委員 先ほどの資料３－１の３ページに関してのことなんですけれども、選択と集中と

いう発想ですね。強いところに集中的に投入して、それの波及効果で地域の牽引役を果た

していくというお話でしたけども、考えてみれば、日本は高度成長期に比較的そうした路

線をずっとたどってきて、公共政策もそれを後押ししてきた。市場の動きを後押ししてく

る形で進んできた。 

 ところが今、それが転換点に来ているという議論があると思うんですね。それほど強い

成長力がなくなってきたところで、果たしてそれだけの波及効果が期待できるのか。 

 そこで一つ、物は言いようなのかもしれないですけども、発想の転換といいますか、地

域全体で下から集中を要求するというか、地域全体を支えてくれる拠点を欲しがる地域が

あって、下からの押し上げでもって拠点が押し上げられ、それが地域に再び降ってくると

いうか、そういう循環をつくり出すという方向に転換があるのではないかなと私は思って、

今までどおりの強いところに集中的に稼がせて、その波及効果でいくという発想からは一

歩出たいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○委員 私が個人的に申し上げたかったのは、例えば３年前に中小企業基本法が抜本的に

改正されたんですけども、それまでの 30 年来営々とやってきた中小企業基本法は、基本的

に弱者救済という考えがあって、押しなべて中小企業は弱者である。したがって、薄く、

広く支援するという考えでずうっとやってきたわけですね。 

 しかし、そのことによって幾ら国費を投入しても効果は上がらないということで、やる

気のある中小企業を選択的に育成するという、大きい方針転換をしたんですね。そういう

ような考え方がバックにあるものですから、国がこれから物事を考えていくときに、１億

2000 万人の国民の生活ということが基本であるんだけども、生活を維持、よくするために

はどうするかといったときには、富が創出されてなければ維持できないわけで、そのとき

に富を重視する政策を先に出すのか、生活を維持するためにこういう機能が必要ですとい

う、プル型と先ほど申し上げましたが、プル型にするのかというときに、シナリオのつく

り方として、私はプッシュ型というところに大転換をしたのかなと思ったんですよ、この

３－１を読んだときに。 

 そうだとすれば、３－１のシナリオで、プッシュ型で新しく何か富を創造していく仕掛

けをつくっていく。そのために国の計画を 1000 万人、50 万人何々としていく。そこに知

識集約型の産業構成、あるいはもちろんいろいろなすべてのビジネスを含めたものにして

いって、その富をまず創出することによって、全体の生活というものの必然性をカバーす

る財源をつくるというか、そういう考え方がここに出ているのかなと私は思ったものです
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から、それだったらばそれを支持したいと申し上げたんですね。 

 先生のおっしゃっているのも、それの一つだと思うんですけども。 

○委員長 そこは論点がまだ残っているようなので、きょうは時間がなくなりましたので、

次回また素案の議論をしますので、その点について意見交換をすることにいたしたいと思

います。 

 それでは、きょうは以上で終わりにしたいと思います。 

 

                （４）そ  の  他 

 

○委員長 次回についての説明をお願いします。 

○事務局 資料２に検討スケジュールの表がございますが、次回は第８回目、11 月 21 日

の金曜日、18 時から開催する予定でございます。また、後日正式に皆様方には御案内を差

し上げたいと思います。夕食を御用意いたしますので、できれば早目に到着いただければ

と思っております。開催場所は、この建物の 11 階の特別会議室でございます。 

 本日の議事要旨、議事録については、速やかに作成をいたしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長 どうもありがとうございました。 

 きょうはこれで終わりにいたしたいと思います。 

 

                閉          会 


